寒河江市食育栄養指導員設置要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、保育所における給食の献立作成業務及び乳幼児期における食育の推進を図るため、寒河江市食育栄養指導員（以下「指導員」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
（資格要件等）

第２条　指導員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員とし、栄養士法(昭和２２年法律第２４５号)第１条第１項に規定する栄養士の資格を有する者のうちから市長が任命する。

　（職務）

第３条　指導員は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

（1） 保育所の給食の献立作成及び給食材料の発注に関すること。

（2） 乳幼児期における食育の推進に関すること。
（3） 保育所における栄養指導及び調理業務の衛生指導に関すること。

（４） その他食育栄養指導に関し、市長が必要と認める業務に関すること。
（任期）
第４条　指導員の任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。
２　任期内の勤務内容が特に良好である場合、再度の任用をすることができる。ただし、公募によらない再度の任用は２回までとする。
（勤務日等）

第５条　指導員の勤務日は、毎週月曜日から金曜日までの５日間とし、１週間当たりの勤務時間を３０時間とする。ただし、寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年市条例第１号）第９条に規定する休日に当たる場合は、勤務することを要しないものとする。

（報酬）

第６条　指導員に、寒河江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年市条例２４号）の定めるところにより報酬を支給するものとし、手当に相当する額を除く報酬の額は寒河江市会計年度任用職員取扱要綱（令和２年４月１日制定）別表第１のとおりとする。

（守秘義務）

第７条　指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職し、又は解職された後も同様とする。

（補足）

第８条　この要綱に定めるもののほか指導員に関し必要な事項は、寒河江市会計年度任用職員取扱要綱によるものとする。
　　　附　則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
